
 

京都府立宇治支援学校ＰＴＡ規約  

第１章 名称及び事務所 

第１条（名称） 本会は、京都府立宇治支援学校ＰＴＡという。 

第２条（事務所）本会は、事務所を京都府立宇治支援学校（以下、宇治支援学校という）内に置く。 

第２章 目的及び事業 

第３条（目的） 本会は、宇治支援学校の教育を支援するとともに、地域社会と宇治支援学校の橋渡し役として、地域に 

おける特別支援教育及び障害のある子どもたちの自立と社会参加の推進に寄与することを目的とする。 

第４条（事業） 本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。 

      （１） 学校の教育活動への積極的な支援 

      （２） 地域社会と連携した諸事業の実施、地域社会への啓発活動 

      （３） 会員相互の研修と親睦 

      （４） その他必要な事項 

第３章 会員及び役員 

第５条（会員） 本会は、宇治支援学校の児童・生徒の保護者等、教職員をもって構成する。 

第６条（役員） 本会に、次の役員を置く。 

      （１） 会長      １名 

（２） 副会長   ２名以上 

      （３） 庶務      ４名以上（内２名は教職員） 

      （４） 会計      ２名以上（内１名は教職員） 

以上を本部役員とする。  

      （５） 監査      ２名 

      （６） 推薦委員   ３名（内１名は教職員） 

      （７） 学級委員等  学級委員・専門部委員を、原則各学年から３名（学級委員２名・専門部委員１名） 

第７条（役員の任務） 役員の任務は次のとおりとする。 

      （１） 会長は、本会を代表し、会務を統括する。 

      （２） 副会長は会長を補佐し、会長事故のあるときは、その代行をする。   

      （３） 庶務は、会務を処理する。 

      （４） 会計は、この会の会計事務を行う。 

      （５） 監査は、会計監査を行う。 

      （６） 推薦委員は、推薦規定にもとづき、本部役員の選出に関する業務を行う。  

      （７） 学級委員・専門部委員は、本部役員に協力し、会務を行う。   

第８条（役員の選出） 

（１） 本部役員は、会員の推薦を受け、別に定めた推薦規定により選出し、総会で承認する。 

（２） 推薦委員・監査は、会長が委嘱する。 

（３） 学級委員・専門部委員は、各学年から選出し、選出した委員の中から委員長及び副委員長を各１名選出す

る。 

第９条（役員の任期） 役員の任期は定例総会から定例総会までの１年間（但し、本部役員の任期は２年間）とし、 

再任することができる。（但し本部役員経験者は本部役員を辞退することができる。） 

      （１） 本部役員は、1年ごとにその半数を改選する。 

（２） 任期の途中において、役員に欠員の生じたときは、第８条により後任者を選出する。 

      （３） 後任者の任期は、前任者の残任期間とする。 

  

 

 



 

第４章 会議 

第１０条（会議） 本会の会議は、総会及び全体役員会、本部役員会とする。 

（１） 総会は、会長が年１回以上招集する。ただし、本部役員が必要と認めた場合は、書面にて総会を行うことがで

きる。 

（２） 総会は、会員の過半数（委任状含む）で成立し、議決は、出席者の過半数による。なお、総会が書面にて行

われた場合は、提出数を出席者数とみなす。 

（３） 総会は、次の事項を審議決定する。 

ア 規約の改正            イ 役員の承認 

ウ 事業報告及び決算      エ 事業計画及び予算 

オ その他           

（４） 本部役員会は、会長、副会長、庶務、会計で構成し、会務の処理にあたる。   

（５） 全体役員会は、本部役員、学部委員によって構成し、会長が必要に応じて招集し、本会の事業計画・予算の

執行及び運営にあたるほか、必要な事項を審議し、処理する。  

第１１条（専門部・専門委員会）  

（１） この会に次の専門部を置く。 

        ・教養部：会員の文化面に関わる研修・親睦の企画、学習機会の企画、実施。 

        ・防災部：会員への防災活動の啓発と、学校と協調し、防災活動を行う。 

・広報部：会員への広報活動として広報誌の発行。  

第５章 経費及び会計年度 

第１２条（経費） 本会の経費は、会費及びその他の収入をもってあてる。会費は、一家庭月額２５０円とする。 

第１３条（会計年度） 本会の会計年度は、毎年４月１日から翌年３月３１日までとする。  

第１４条(規約の改廃) 本会の規約は、総会の議決又は会員の過半数によって議決する。 

【推薦規定】 

第１条（総則）  この細則は、本会の本部役員の選出に適用される。 

第２条（推薦委員会） 本部役員の選出に関し、推薦委員会を設ける。     

（１） 推薦委員は、本部役員経験者から２名、教職員から１名、計３名の委員によって構成される。推薦委員長は

委員の互選により選ばれる。    

      （２） 推薦委員会は、本部役員の選出にあたり、現本部役員からの推薦を受けつける。 

（３） 推薦委員会は、年度内に本部役員を選出する。 

      （４） 選出ができなかった場合、推薦委員会は選挙管理委員会に移行し、速やかに選挙を行う。 

（５） 推薦委員会、選挙管理委員会によって選出された本部役員候補者は、総会によって承認を得るものとする。 

 

［附 則］ 

平成２３年４月１日制定 

平成２４年４月２８日一部改正 

平成２７年４月２５日一部改正 

平成２９年２月２４日一部改正 

令和２年７月１日一部改正 

令和３年５月２０日一部改正 

 

 

[慶 弔 規 定] 

     １ 児童・生徒の死亡の場合             香 典    10,000円 

２ 会員（児童・生徒の保護者等）         香 典    10,000円 

３ 職員の死亡の場合                  香 典    10,000円 

４ 職員の配偶者死亡の場合            香 典     5,000円 

※いずれの場合も返礼は辞退。 

  


